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附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、北播磨総合医療センター企業団（以下「企業団」という。）

の会計及び財務に関し、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「地公企法」という。）、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。

以下「地公企令」という。）、地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令

第７３号。以下「地公企則」という。）及びその他法令に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（事業年度） 

第２条 事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとす

る。 

（企業出納員） 

第３条 企業団に企業出納員を置き、管理部経営管理課長及び管理部医事管理

課長をもってこれに充てる。 

（現金取扱員） 

第４条 企業団に現金取扱員を置き、管理部の職員のうちから、企業長が指名

する者をもってこれに充てる。 

２ 現金取扱員は、企業団の業務に係る現金の出納に関する業務をつかさどる。 

３ 現金取扱員１人が１日に取り扱うことのできる現金の限度額は、１００万

円とする。ただし、当該限度額を超えるときは、その都度、企業出納員の承

諾を得て当該現金を取り扱うことができる。 

（善管注意義務） 

第５条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金そ

の他の資産を取り扱わなければならない。 

（金融機関の出納事務取扱） 

第６条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を三木市長及び

小野市長の同意を得て指定した金融機関（以下「出納取扱金融機関等」とい

う。）に行わせるものとする。 

２ 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるもの

を北播磨総合医療センター企業団出納取扱金融機関（以下「出納取扱金融機

関」という。）とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを北播磨総合医療セ

ンター企業団収納取扱金融機関（以下「収納取扱金融機関」という。）とする。 

第２章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 
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第１節 伝票 

（会計伝票の作成） 

第７条 企業団に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべ

き書類に基づいて、管理部経営管理課長（以下「会計担当課長」という。）が

会計伝票を作成するものとする。 

２ 会計担当課長は、会計伝票を作成した場合、その取引の証拠となるべき書

類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。 

（会計伝票の種類） 

第８条 会計伝票の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 収入決裁伝票 現金収納の取引 

(2) 支出決裁伝票 現金支払の取引 

(3) 振替決裁伝票 前２号に規定する取引以外の取引 

（会計伝票の訂正） 

第９条 過誤その他の理由により取引を訂正する場合は、訂正のための振替決

裁伝票を作成しなければならない。 

（会計伝票の保存等） 

第１０条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、会計担当課長が

それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。 

第２節 帳簿 

（帳簿の種類） 

第１１条 企業団に関する取引を記録し、計算し、又は整理するため、次に掲

げる会計帳簿（以下「帳簿」という。）を備える。 

(1) 公金収支残高表 

(2) 総勘定元帳 

(3) 金銭出納帳 

(4) たな卸資産出納帳 

(5) 固定資産台帳 

(6) 企業債台帳 

２ 前項に規定するもののほか、企業長が必要と認めるときは、補助簿を設け

ることができる。 

３ 前２項に掲げる帳簿及び補助簿は、会計担当課長が整理し、保管しなけれ

ばならない。 

（帳簿の記載） 

第１２条 帳簿及び補助簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、会計

担当課長が正確かつ明瞭に記載しなければならない。 
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（総勘定元帳の作成） 

第１３条 総勘定元帳は、第１５条第２項に規定する勘定科目の節について口

座を設け、会計伝票により１件ごとに作成しなければならない。 

（帳簿の照合） 

第１４条 公金収支残高表、総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照

合しなければならない。 

第３節 勘定科目 

（勘定科目） 

第１５条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区

分して行うものとする。 

２ 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。 

第３章 収入及び支出 

第１節 通則 

（金銭の範囲） 

第１６条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手等をいう。 

（金銭の出納） 

第１７条 金銭の出納は、企業長の決裁書類又は証拠書類に基づき、企業出納

員が行う。 

（金銭の保管） 

第１８条 金銭の保管方法は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものと

する。ただし、次に掲げる金銭については、この限りでない。 

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金 

(2) 所有有価証券 

(3) 保証金の納付に代えて提供された有価証券 

(4) 企業出納員が管理する現金（釣銭等） 

(5) 現金取扱員に保管転換した現金 

（預金の照合） 

第１９条 企業出納員は、預金残高を毎日、出納取扱金融機関の入出金に係る

Ｗeb明細と照合しなければならない。 

（収納支払の混同禁止） 

第２０条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充てることはできない。 

第２節 収入 

（収入の調定） 

第２１条 管理部に属する課長（以下「収入担当課長」という。）は、担当する

業務に係る収入について債権が確定したときは、その都度、根拠、所属年度、
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収入科目及び金額その他必要事項を記載した書類を添付し、企業長の決裁を

受け、その収入の調定を行わなければならない。ただし、事前に調定し難い

ものは収納後に調定を行うことができる。 

２ 収入担当課長は、前項の規定による収入の調定明細書を毎月作成し、企業

長の決裁を受け、その調定明細書を会計担当課長に送付しなければならない。 

（調定の更正） 

第２２条 収入の調定を更正しようとする場合については、前条の規定を準用

する。 

（納入通知書の送付） 

第２３条 収入担当課長は、前２条の規定により収入を調定し、又は収入の調

定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなけれ

ばならない。ただし、随時の収入又はその性質上納入の通知を必要としない

ものについては、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書につ

いては、当該納期日の１０日前までに送付しなければならない。 

（納入通知書の再発行） 

第２４条 収入担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入

義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機

関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白

に再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。 

（領収書等の交付） 

第２５条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地公企法第３３

条の２の規定に基づき企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託

している者（以下「公金徴収事務等受託者」という。）は、収入の納付を受け

た場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、

口座振替の方法による収納をしたときは、振替済通知書をもって領収書に代

えることができる。 

（収納金の取扱い） 

第２６条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、収入の収納をした場合に

は、当該収納した日のうちに当該収入を収納済通知書を添えて企業出納員に

引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌

業務日に引き継ぐことができる。 

２ 企業出納員は、収入の収納をした場合（前項の引継を受けた場合を含む。）

には、当該収納した日のうちに当該収入を収納済通知書を添えて出納取扱金

融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合
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には、出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。 

３ 収納取扱金融機関は、収入の収納をした場合には、当該収納した日の翌営

業日までに当該収入を収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預

金口座に振り替えなければならない。 

４ 出納取扱金融機関は、収入の収納をした場合（前２項の預け入れを受けた

場合及び振替を受けた場合を含む。）には、当該収納した日の翌営業日までに

収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。 

（口座振替等による納付） 

第２７条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、当該出

納取扱金融機関等に請求して口座振替の方法により当該収入を納付すること

ができる。 

２ 納入義務者は、持参人払式の小切手等又は管理者若しくは出納取扱金融機

関等を受取人とする小切手等で当該出納取扱金融機関等を支払人とし、その

提示期間内に支払のための提示をすることができる証券で納付する金額を超

えないものをもって当該収入を納付することができる。 

（不渡り等の処理） 

第２８条 収納した証券が、不渡りその他の事故により支払を拒絶されたとき

は、企業出納員及び出納取扱金融機関等は、支払の拒絶があった日をもって

収納済額を取り消すとともに、当該納入義務者に対し速やかに当該証券の支

払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び納入義務者の請

求により当該証券を還付する旨を書面その他の方法で通知しなければならな

い。この場合において、先に納入義務者に交付した領収書は、無効とする。 

２ 納入義務者から支払の拒絶のあった証券の還付請求を受けた場合は、当該

証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。 

（過誤納付の還付） 

第２９条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合

は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納

入者を記載した文書により企業長の決裁を受け、会計担当課長にその文書を

送付しなければならない。 

２ 前項に規定する過誤納付の還付をする場合は、企業出納員は、その旨を納

入者に通知しなければならない。 

（不納欠損） 

第３０条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放

棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収

入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により
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企業長の決裁を受け、会計担当課長にその文書を送付しなければならない。 

第３節 支出 

（支出の要求） 

第３１条 北播磨総合医療センター企業団事務分掌規程（平成２５年北播磨総

合医療センター企業団企業管理規程第２２号）第２条第１項各号に規定する

部に属する所属の長（以下「支出担当課長」という。）は、支出の原因となる

べき契約その他の行為については、あらかじめ文書により企業長の決裁を受

けなければならない。 

２ 支出担当課長は、支出の要求をする場合は、次に掲げる事項を記入した債

権者の請求書を会計担当課長に送付しなければならない。 

(1) 請求金額 

(2) 請求年月日 

(3) 請求の内容 

(4) 債権者の住所、氏名及び印影 

(5) その他必要な事項 

３ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、支出証明書等によ

り請求書の代わりとすることができる。 

(1) 給与その他の給付金 

(2) 資金運用に関する支出 

(3) 企業債の元利償還金 

(4) 還付金 

(5) 資金前渡、概算払及び前金払 

(6) その他企業長の認めるもの 

（検収） 

第３２条 支出担当課長は、次に掲げる場合は、遅滞なく必要な事項について

検収し、その証拠となる文書を会計担当課長に送付しなければならない。 

(1) 物品の納入又は引渡の通知を受けたとき。 

(2) 請負契約における工事又は業務の完了の通知を受けたとき。 

(3) その他企業長が必要と認めるとき。 

（資金前渡、概算払及び前金払） 

第３３条 企業出納員は、次に掲げる経費について、現金支払をさせるため、

企業団職員に対してその資金を前渡することができる。 

 (1) 地公企令第２１条の５第１項に規定する経費 

 (2) 交際費 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、企業長が資金前渡することが適当と認めた



08-01 (8) 

 

経費 

２ 企業出納員は、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。 

(1) 地公企令第２１条の６第１項に規定する経費 

(2) 損害賠償に係る経費 

(3) 前２号に掲げるもののほか、企業長が概算払することが適当と認めた経

費 

３ 企業出納員は、次に掲げる経費について、前金払をすることができる。 

(1) 地公企令第２１条の７第１項に規定する経費 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条に規定する保

証事業会社の保証に係る公共工事費で４割以内の額 

(3) 前２号に掲げるもののほか、企業長が前金払することが適当と認めた経  

費 

４ 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が

終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算

書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、

企業出納員に提出しなければならない。 

（支払の取扱い） 

第３４条 企業出納員は、支払をする場合は、出納取扱金融機関の預金口座の

残高の範囲内で小切手を振り出し、出納取扱金融機関に送付しなければなら

ない。 

２ 企業出納員は、前項の規定による小切手を振り出す場合は、支払依頼書及

び口座振替に係るデータを出納取扱金融機関に送付しなければならない。 

３ 出納取扱金融機関は、前２項の小切手、支払依頼書及び口座振替に係るデ

ータに基づき支払処理をしなければならない。 

４ 出納取扱金融機関は、支払依頼書に基づき現金支払の処理をした場合は、

現金については直ちに、領収書については翌営業日までに企業出納員に送付

しなければならない。 

５ 出納取扱金融機関は、支払依頼書及び口座振替に係るデータに基づき口座

振替支払の処理をした場合は、速やかに振込確認できる書類を企業出納員に

送付しなければならない。 

（小切手） 

第３５条 企業出納員の振り出す小切手は、持参人払式小切手とする。 

２ 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。 

３ 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。 

４ 小切手の金額は、訂正してはならない。 
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５ 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に

２線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した

旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。 

６ 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引

き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

（領収書等の徴収） 

第３６条 企業出納員は、支払をした場合は、債権者の領収書又は出納取扱金

融機関の振込確認できる書類若しくはそれらに代わる確認書類を徴さなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のも

のでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由によ

り印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでな

い。 

（過誤納金の回収） 

第３７条 企業出納員は、支払をしたもののうち、過払又は誤払となったもの

がある場合は、過誤払を証する書類に基づき過誤払金の回収をしなければな

らない。 

（債権の消滅等） 

第３８条 収入担当課長は、債権者が債権を放棄したとき、又は消滅時効完成

等により債権が消滅したときは、当該債権の消滅の証拠となる書類により企

業長の決裁を受けなければならない。 

２ 収入担当課長は、前項の決裁を受けた場合は、債権の消滅の証拠となる書

類を会計担当課長に送付しなければならない。 

第４章 預り金 

（預り金） 

第３９条 会計担当課長は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け

入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければな

らない。 

(1) 預り還付金 

(2) 預り保証金 

(3) 預り納付金 

(4) その他預り金 

（預り金の受入れ及び払出し） 

第４０条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払

の例により行わなければならない。 
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第５章 たな卸資産 

第１節 通則 

（たな卸資産） 

第４１条 たな卸経理を行うべき資産で、次に掲げるものをたな卸資産という。 

(1) 薬品 

(2) 診療材料 

(3) その他貯蔵品 

２ 支出担当課長は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵

するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。 

第２節 購入 

（購入） 

第４２条 支出担当課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、第３１条

及び第３２条の規定により行うものとする。 

第３節 出納保管 

（たな卸資産の受入） 

第４３条 支出担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、たな卸資

産を管理するシステムに入庫データを入力しなければならない。 

(1) 購入により受け入れたとき。 

(2) 払出品を戻し入れたとき。 

(3) その他たな卸資産として受け入れたとき。 

２ たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。 

(1) 購入により受け入れたものについては、購入に要した価額 

(2) 前号に掲げるもの以外については、適正な見積価額 

（たな卸資産の払出） 

第４４条 支出担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、たな卸資

産を管理するシステムに出庫データを入力しなければならない。 

(1) 使用するために払い出したとき。 

(2) 売卸するために払い出したとき。 

(3) その他払い出したとき。 

２ たな卸資産の払出価額は、最終仕入原価法により算定した価額とする。 

（事故報告） 

第４５条 支出担当課長は、天災その他の事由によりたな卸資産が滅失し、亡

失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業

長に報告しなければならない。 

（不用品の処分） 
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第４６条 支出担当課長は、不用となり、又は使用に耐えなくなったものをそ

の証拠となる文書により企業長の決裁を受け、これを売却しなければならな

い。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達し

ないものその他売却することが不適当と認められるものについては、その証

拠となる文書により企業長の決裁を受け、これを廃棄することができる。 

（払出品） 

第４７条 支出担当課長は、第４４条に基づき払い出したものに残品が生じた

場合は、第４３条の規定により戻し入れるものとする。 

（たな卸資産の整理） 

第４８条 支出担当課長は、たな卸資産を整理した書類により企業長の決裁を

受け、たな卸資産出納帳に記帳するとともに、会計担当課長に毎月報告しな

ければならない。 

２ 会計担当課長は、前項の報告を受けた場合は、その報告に基づきたな卸資

産出納帳と関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなけれ

ばならない。 

第４節 実地たな卸 

 （実地たな卸） 

第４９条 支出担当課長は、毎事業年度上期末及び下期末に実地たな卸を行わ

なければならない。 

２ 支出担当課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事

由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を

行わなければならない。 

３ 支出担当課長は、前２項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業長の

指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。 

（実地たな卸の報告） 

第５０条 支出担当課長は、前条の規定により実地たな卸を行った場合は、そ

の結果に基づき実地たな卸結果報告書を作成し、企業長に報告しなければな

らない。 

２ 支出担当課長は、実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した

場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて企業長に報告し

なければならない。 

３ 支出担当課長は、前２項の報告をした場合は、会計担当課長にその実地た

な卸報告書を送付しなければならない。 

（たな卸資産の修正） 

第５１条 支出担当課長は、前条第２項の報告をした場合は、その報告に基づ
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き第４３条及び第４４条の規定に準じてこれを行うものとする。 

第６章 たな卸資産以外の物品 

（直購入） 

第５２条 支出担当課長は、次に掲げるものを直接当該科目の支出として購入

しようとするときは、第３１条及び第３２条の規定により行うものとする。 

(1) たな卸資産のうち、購入後直ちに使用する予定のもの 

(2) 消耗備品 

（物品の管理） 

第５３条 支出担当課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入

されたもの（以下「直購入品」という。）を適正に管理しなければならない。 

（事故報告） 

第５４条 支出担当課長は、天災その他の事由により直購入品が滅失し、亡失

し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長

に報告しなければならない。 

（不用物品の処分） 

第５５条 支出担当課長は、直購入品のうち不用となり、又は使用に耐えなく

なったものを第４６条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。 

第７章 固定資産 

第１節 通則 

（固定資産の範囲） 

第５６条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 有形固定資産 

ア 土地 

イ 建物 

ウ 構築物 

エ 器械備品（耐用年数１年以上かつ取得価格１０万円以上のものに限

る。） 

オ 車両 

カ リース資産 

キ 建設仮勘定 

(2) 無形固定資産 

ア 施設利用権 

イ ソフトウェア 

(3) 投資その他の資産 

ア 長期貸付金 
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イ 長期預金 

ウ 長期前払消費税 

エ その他投資 

（固定資産台帳） 

第５７条 会計担当課長は、固定資産の現状を明らかにするため固定資産台帳

を備えなければならない。 

（登記登録） 

第５８条 支出担当課長は、登記又は登録を要する固定資産を取得し、又は処

分するときは、速やかに法令の定めるところにより、その手続をしなければ

ならない。 

２ 前項における固定資産の対価は、登記登録完了後でなければ支払うことが

できない。ただし、企業長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

第２節 取得 

（請負による取得） 

第５９条 支出担当課長は、建設改良工事の施行をしようとする場合は、第３

１条及び第３２条の規定により行うものとする。 

 （固定資産の修理、改良等の支弁基準） 

第５９条の２ 固定資産の修理、改良等における資本的支出及び修繕費（委託

料を含む。以下「修繕費等」）の支出区分についての基準は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 資本的支出 固定資産の価値を高めるため又は耐用年数を延長するた

めの経費であること 

ア 建物の避難階段の取付など物理的に付加した部分に係る費用 

イ 用途変更のための模様替えなど改造又は改装に要した費用 

ウ 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその

取替えに要した費用 

エ ソフトウエアの機能追加、機能向上等に要した費用 

(2) 修繕費等 地公企則に定められた耐用年数内において、固定資産本来の

機能を維持するための経費であること 

ア 定期的な取替又は改修に要した費用（資産名称ごとの帳簿原価又は数

量等の３０％以内の取替又は改修に限る。） 

イ 主体構造物又は主器機に整理する連接物及び附帯物で独立の資産とし

て整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 

ウ 本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用 

エ ソフトウエアの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に要した費
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用（委託料） 

２ 前項の規定にかかわらず、固定資産の改良等に要した費用が１００万円（消

費税等相当額を除く。）未満の場合は、修繕費等に区分することができるもの

とする。 

３ 前２項の規定によっても支出区分の判断が困難な事例又は事由が生じたと

きは、企業長が支出区分を定めるものとする。 

（購入による取得） 

第６０条 支出担当課長は、固定資産の購入をしようとする場合は、第３１条

及び第３２条の規定により行うものとする。 

（受贈による取得） 

第６１条 支出担当課長は、固定資産を譲与、贈与その他無償で譲り受けよう

とする場合は、次に掲げる事項を記入した文書により会計担当課長の合議を

経て企業長の決裁を受けなければならない。 

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類 

(2) 譲り受けようとする事由 

(3) 見積価額（無形固定資産を除く。） 

(4) その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らか

にするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。 

（交換による取得） 

第６２条 支出担当課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる

事項を記入した文書により会計担当課長の合議を経て企業長の決裁を受けな

ければならない。 

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類 

(2) 交換しようとする事由 

(3) 契約の方法 

(4) その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかに

するための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。 

（取得の報告） 

第６３条 支出担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、固定資産

取得報告書により企業長の決裁を受け、会計担当課長に固定資産取得報告書

を送付しなければならない。ただし、建設仮勘定にて処理するものを除く。 

(1) 建設改良工事の施行が完了したとき。 

(2) 固定資産の納入又は引渡の通知があったとき。 
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(3) 固定資産を譲与、贈与その他無償で譲り受けたとき。 

(4) 固定資産を交換したとき。 

(5) その他企業長が必要と認めるとき。 

２ 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。 

(1) 建設改良工事によって取得したものは、建設改良に要した直接及び間接

の費用を加えた額 

(2) 購入によって取得したものは、購入価額及び購入に要した費用 

(3) 譲与、贈与その他無償で譲り受けたものは、時価又は経過年数を考慮し

て算定した見積価額 

(4) 交換によって取得したものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額 

(5) 前各号に掲げるもの以外については、公正な評価額 

（建設仮勘定） 

第６４条 支出担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、建設仮勘

定にて処理するものとする。この場合において、支出担当課長は、その旨を

会計担当課長に通知するものとする。 

(1) 本工事が未完了の場合において、仮工事が完了したとき。 

(2) 本工事が未完了の場合において、本工事材料の納入又は引渡の通知があ

ったとき。 

(3) その他企業長が必要と認めるとき。 

２ 支出担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定に準

ずるものとする。 

(1) 前項第１号及び第２号の本工事が完了したとき。 

(2) その他企業長が必要と認めるとき。 

第３節 処分 

（事故報告） 

第６５条 支出担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失

し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長

に報告しなければならない。 

（不用等による処分） 

第６６条 支出担当課長は、固定資産のうち不用となり、又は使用に耐えなく

なったものを第４６条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。 

（処分の報告） 

第６７条 支出担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、固定資産

除却報告書により企業長の決裁を受け、会計担当課長に固定資産除却報告書

を送付しなければならない。 
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(1) 固定資産を売却したとき。 

(2) 固定資産を廃棄したとき。 

(3) 固定資産を交換することが確定したとき。 

(4) その他企業長が必要と認めるとき。 

第４節 減価償却 

（償却資産） 

第６８条 固定資産のうち、次に掲げる資産以外の資産を償却資産とする。 

(1) 土地 

(2) 建設仮勘定 

(3) 長期貸付金 

(4) 長期預金 

(5) その他投資 

(6) その他企業長が認めるもの 

（減価償却） 

第６９条 会計担当課長は、償却資産を取得した翌月から償却資産の帳簿原価

を基礎として毎月減価償却しなければならない。この場合において、無形固

定資産及び投資その他の資産は直接法により、その他の資産は間接法により

減価償却累計額を設けて整理するものとする。 

２ 償却資産の減価償却は、定額法により行うものとする。 

（減価償却の限度） 

第７０条 有形固定資産の減価償却の限度額は、帳簿原価に１００分の９５を

乗じて得た金額（その額に１円未満の端数がある場合においては、その端数

を切り捨てた額）とする。 

２ 無形償却資産及び投資その他の資産の減価償却の限度額は、帳簿原価とす

る。 

（減価償却の特例） 

第７１条 会計担当課長は、前条第１項の限度額に達した資産について地公企

則第１５条第３項の規定により帳簿価額が１円に達するまで減価償却を行お

うとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければ

ならない。 

   第８章 引当金 

 （退職給付引当金の計上方法） 

第７１条の２ 退職給付引当金の計上は、簡便法（当該事業年度の末日におい

て全企業職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するも

のと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。）によるも
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のとする。 

第９章 予算 

（予算原案の作成） 

第７２条 会計担当課長は、１月３１日までに翌年度の予算原案及び予算に関

する説明書並びに参考資料を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。  

この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書

の作成は、間接法によるものとする。 

（予算の執行） 

第７３条 会計担当課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計

画（以下「予算執行計画」という。）を予算の範囲内で款、項、目、節に区分

して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。 

２ 会計担当課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して

執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載

した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。 

（流用及び予備費使用の手続） 

第７４条 会計担当課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合

には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書に

よって企業長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。 

（予算超過の支出） 

第７５条 会計担当課長は、地公企法第２４条第３項の規定に基づき業務量の

増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する

収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとすると

きは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記

載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。 

２ 会計担当課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合におい

て予算に定める金額を超えて支出する時は、前項の規定に準じて企業長の決

裁を受けなければならない。 

（予算の繰越し） 

第７６条 会計担当課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、

年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する

必要がある場合においては、繰越計算書（継続費に係るものにあっては、継

続費繰越計算書）を作成して５月３１日までに企業長の決裁を受けなければ

ならない。 

２ 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約そ
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の他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったもの

について翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌

年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。 

第１０章 決算 

（決算の調製） 

第７７条 企業団の決算の調製に関する事務は、会計担当課長が行う。 

（決算整理） 

第７８条 会計担当課長は、毎事業年度経過後速やかに振替決裁伝票により次

に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。 

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正 

 (2) 資産の評価 

(3) 引当金 

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理 

(5) その他決算整理に必要な処理 

（帳簿の締切） 

第７９条 会計担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の

勘定の締切りを行うものとする。 

（決算報告書等の提出） 

第８０条 会計担当課長は、毎事業年度５月３１日までに次に掲げる書類を作

成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。この場合にお

いて、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書

と同じ方法によるものとする。 

(1) 決算報告書 

(2) 損益計算書 

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書 

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

(5) 貸借対照表 

(6) 事業報告書 

 (7) キャッシュ・フロー計算書 

(8) 収益費用明細書 

(9) 固定資産明細書 

(10) 企業債明細書 

(11) 引当金明細書 

第１１章 雑則 

（計理状況の報告） 
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第８１条 会計担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及びキャッシュ・フ

ロー計算書を作成し、翌月２０日までに企業長の決裁を受けなければならな

い。 

（帳票等の様式） 

第８２条 この規程の施行について必要な帳票等の様式は、別に定める。 

（委任） 

第８３条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２２年１月２１日から施行する。 

   附 則（平成２５年４月１日企業管理規程第１７号） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年１０月１日企業管理規程第３８号） 

 この規程は、平成２５年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和２年６月１日企業管理規程第８号） 

 この規程は、令和２年６月１日から施行する。 

 

 


